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令和２年４月１６日号②

　国内での新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、町有施設の貸出につきまして、ご利用の際、感
染予防対策をきちんと行っていただくとともに、留
意事項を遵守くださるよう、ご協力をお願いします。
▶留意事項
１．不特定多数の方が参加するイベント等のご利用
　はご遠慮ください。
２．クラスター（集団感染）の発生リスクをさげるため、
　以下の事項を全てクリアすること。
　①換気の状態
　　適切に換気ができる状態にあること
　　（換気システムによる持続的換気、または 1 時間
　　に 2 回程度の定期的な換気）
　②人の密度の状態
　　会場の広さの確保、人が密集しない環境の整備、
　　互いの距離を 1 ～ 2 メートル程度確保
　③イベント等の内容
　　近距離での会話や発声、高唱を避ける
３．2 週間以内に海外、または国内の流行地域への
　旅行・出張から帰ってきた人には参加（利用）を
　控えていただくように事前に周知するとともに、イ
　ベント当日もその旨を会場に掲示すること。
４．高齢者や基礎疾患のある方については、感染防

　止及び重症化予防の観点から、マスク着用等によ
　り感染症予防（自己防衛）をしっかり行うか、安
　全を考慮して自主的に参加を控えていただくよう
　に周知すること。
５．発熱（体温 37.5 度以上）がある方や、風邪の症
　状などがある体調不良の方の参加をさせない。ま
　た、上記の症状がある場合は来ないように事前に
　周知すること。
６．イベント等の参加者の氏名・住所・連絡先（電
　話番号等）を把握すること。
７．開催当日に２．の事項を徹底するため、注意事
　項のアナウンスやチラシ等を配布するなど周知の
　工夫をすること。

※町立図書館及び屋内体育施設については、当面の
　間、休館としております。
　町民の皆さんにはご迷惑をおかけしますが、ご理
　解とご協力をお願いします。

▶問合せ先　総務課 危機管理係　☎６７- ２１１１

注）今後の新型コロナウイルス感染症拡大の状　
　　況により、貸出（許可後）をお断りする場　
　　合がありますので、ご理解をお願いします。

開発センター、創遊館、西・北部公民館をご利用の方へ

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当面
の間、下記のとおり対応させていただきます。安全
安心運行のため、ご理解をお願いいたします。
○デマンドタクシー
　37.5 度以上の熱や風邪症状のある方は、乗車をご
遠慮いただきます。予約時に体温確認を行いますの
で、必ず予約前に検温をお願いします。

○朝日町・山形市直行バス、寒河江市・朝日町直行バス
　37.5 度以上の熱や風邪症状のある方は、乗車をご
遠慮いただきます。

▶問合せ先
　政策推進課 地域振興係　☎６７-２１１２

公共交通機関の利用に関するお知らせ



　町の次代を担う若者の海外体験を促進するため、
山形県内でパスポートを取得した若者に対し、パス
ポート取得に係る経費の一部を補助します。
▶対象者１（次の全ての項目に該当する方）
　①平成 3 年４月２日から平成 14 年４月１日までに
　　生まれた方。
　②申請日において朝日町に住民登録されている方。
　③令和２年４月１日から令和３年２月 28 日までに
　　発行され、山形県内の旅券取扱窓口で交付を受
　　けたパスポートを所持している方。
　④本補助事業による補助金の交付を受けていない方。
　⑤町税等に滞納がない方。
▶対象者２（次の全ての項目に該当する方）
　①平成 2 年４月２日から平成 13 年４月１日までに
　　生まれた方。
　②申請日において朝日町に住民登録されている方。
　③令和２年 3 月１日から令和 2 年 3 月 31 日まで
　　に発行され、山形県内の旅券取扱窓口で交付を
　　受けたパスポートを所持している方。
　④本補助事業による補助金の交付を受けていない方。

　⑤町税等に滞納がない方。
▶補助額
　補助対象者１人につき 5,000 円
▶申請方法
　①申請書に必要事項を記入し提出してください。
　※申請書は政策推進課に備えてあるほか、町ホー
　　ムページからダウンロードできます。
　②取得したパスポートの写し（顔写真記載ページ
　　及び発行官庁記載のページ）
　③振込先通帳の写し（口座番号記載のもの）
▶申請期限
　令和３年３月 19 日（金）

▶問合せ先
　政策推進課 総合政策係
　☎６７- ２１１２

若者のパスポート取得を支援します！

▶国民年金保険料
　令和 2 年度　月額 16,540 円
▶保険料の納付方法
　①口座振替でのお支払い
　　口座振替で納めると手間がかからず、納め忘れ
　　を防ぐこともできます。
　②納付書でのお支払い
　　日本年金機構から送付される納付書により、金
　　融機関、郵便局、コンビニで納めることができ
　　ます。
　③クレジットカードやインターネット等でのお支払い
　　ご利用には申請書の提出が必要です。
▶国民年金保険料の納付が経済的に難しい場合
　経済的な理由等で保険料の納付が困難な場合は、
保険料が免除・猶予される制度がありますので、寒
河江年金事務所、または役場の国民年金窓口へご相
談ください。
　日本年金機構では、国民年金保険料を納付期限ま
でに納めていただけない方に対して、電話、文書、

訪問により早期に納めていただくよう案内を行って
おります。
　未納のまま放置されると、強制徴収の手続きによっ
て督促を行い、指定された期限までに納付が無い場
合は、延滞金が課されるだけでなく、※納付義務の
ある方の財産が差し押さえられることがありますの
で、早めの納付をお願いします。
※納付義務者は被保険者本人、連帯して納付する 
　義務を負う配偶者及び世帯主です。

▶問合せ先
　寒河江年金事務所 国民年金課
　☎８４- ２５５１（自動音声案内５）
　税務町民課 住民生活係
　☎６７- ２１１９

国民年金保険料は納付期限までに納めましょう



広報　あさひまち　お知らせ板　　　　　　　　　　　　　　令和２年４月 16日号②

　㈲朝日土づくりでは、下記の日時に朝日町堆肥セ
ンター（大暮山字鹿路）に常駐し堆肥を販売します。
放射能の心配はありませんので、ご安心ください。
　購入を希望する方は、軽トラックや 2t 車など荷台
のある車でお越しください。
▶日　時
　４月 18 日（土）、19 日（日）、25 日（土）、26 日（日）
▶常駐時間
　午前９時～正午
▶価　格
　① 2t 車 / １台　3,500 円

　②軽トラック / １台（枠あり）　2,000 円
　　　　　　　　　　（枠なし）　1,500 円
　③ 2t 車配達 /1 台（町内）　5,000 円

▶問合せ先
　㈲朝日土づくり
　佐藤　☎０９０- ６２５３- ７５８０
　大滝　☎０８０- ６０１８- ４０２５
　布施　☎０９０- ２２７４- １８２７
　小林　☎６７- ２７５８

堆肥を販売します

○森林土地の所有者の届出
　森林法が定める諸制度を円滑に実施する上で、森
林所有者を把握することが重要であることから、新
たに森林の所有者となった方に届出を提出していた
だく制度になります。
▶対象者
　個人・法人を問わず、売買や相続により森林の土
　地を新たに取得（面積に関わらず）した方。ただし、
　国土利用計画に基づく土地取引に関する届出を提
　出した方は対象外。
▶届出期間
　所有者となった日から 90 日以内に、取得した土地
　のある市町村の長に届出してください。
▶届出事項
　所有者並びに前所有者の住所氏名、所有者となっ
　た年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所、
　土地の用途
▶添付書類
　登記事項証明書、土地の位置を示す図面

○伐採及び伐採後の造林の届出
　森林の立木を伐採する場合は、市町村森林整備計
画に従った適切な施業をするために、事前に「伐採
及び伐採後の造林届出」を提出すること、また伐採
後の造林が完了したときは「伐採及び伐採後の造林
に係る森林の状況報告書」を提出することが法律で
義務付けされています。
▶届出人
　①自分で伐採（造林）する場合は、森林所有者

　②伐採業者等が森林所有者から立木を買い受けて
　　伐採する場合は、森林所有者と立木買い受け者
　　の連名
▶提出期間
　伐採及び伐採後の造林の届出は、伐採を始める 90
　日前から 30 日前まで
　伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書
　は、造林を完了した日から 30 日以内
▶届出先
　農林振興課（伐採・造林する森林がある市町村）
▶提出書類
　【伐採するとき】
　①伐採届及び伐採後の造林届出書
　②伐採する場所の位置図
　③伐採面積がわかる図面
　④人工林の皆伐後に天然更新を計画する場は、森
　　林施業プランナー等からの確認をうけたチェッ
　　クシート
　【伐採後の造林が完了したとき】
　①伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書

▶問合せ先
　農林振興課 農林振興係
　☎６７- ２１１４

森林土地の所有者の届出、伐採および伐採後の造林の届出について



　社会福祉法人あさひ会の正職員及び臨時職員を次
のとおり募集します。
○正職員
▶職種及び採用人員
　保育士　１名
▶受験資格
　保育士及び幼稚園教諭の資格を取得している方
▶雇用条件等
　①雇用予定日　随時
　②業務内容　　保育業務
　③勤務時間　　１日８時間のシフト勤務
　④休　日　　　日曜日、祝日、年末年始、その他
　　　　　　　　特別な事情により指定する日
　　　　　　　　なお、勤務場所により休日の取扱
　　　　　　　　いが異なることがあります。
　⑤休　暇　　　規定による
　⑥賃金等（社会保険有り）
　　月額 176,500 ～ 205,700 円
　　（賃金は経験等により変動します）
　⑦勤務場所
　　あさひ保育園、子育て支援センターあさひ、
　　放課後児童クラブ
▶採用試験
　後日郵送でご連絡します。一次試験は作文、二次
　試験は面接を予定しています。
　試験内容については、受験者の状況により変更と
　なる場合があります。

○臨時職員
▶職種及び採用人員
　臨時調理師　１名

▶受験資格
　調理師資格を取得している方
▶雇用条件等
　①雇用期間　令和 2 年 9 月 30 日まで
　②業務内容　調理業務
　③勤務時間　１日８時間のシフト勤務
　④休　日　　日曜日、祝日、年末年始、その他特
　　　　　　　別な事情により指定する日
　⑤休　暇　　規定による
　⑥賃金等（社会保険有り）
　　時給 930 円
　⑦勤務場所　あさひ保育園
▶採用試験
　後日郵送でご連絡します。面接試験を予定してい
　ます。

○共通事項
▶受験手続き
　履歴書に資格を有する証明書の写しを添えて、あ
　さひ保育園に届けてください。
※受付時間：開園日の午前８時 30 分から午後５時 30 分
▶その他
　不明な点については、下記へ問合わせください。

▶問合せ先
　あさひ保育園　☎６７- ３４６７

社会福祉法人あさひ会  職員募集のお知らせ

　４月１日付けお知らせ板に掲載しました土地・家屋
の価格の縦覧及び固定資産税課税台帳の閲覧の期間
について下記のとおり訂正いたします。
▶期　間
　訂正後　4 月 1 日（水）～ 6 月 1 日（月）
　訂正前　4 月 1 日（水）～ 5 月 29 日（金）
　午前８時 30 分～午後５時
　（土曜・日曜・祝日を除く）

▶場　所 
　役場１階総合窓口

▶問合せ先
　税務町民課 税務係
　☎６７-２１０７

令和 2 年度　土地・家屋の価格の縦覧等の期間について

お知らせ板は原則として毎月１日・16日の月２回発行です。
掲載を希望する場合の原稿締め切りは、発行日の９日前となります。

政策推進課からの
お知らせ


